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訪問型・通所型サービスの 

基準・単価について 

１．基本的な考え方 

「総合事業の実施について」でも説明いたしましたが、総合事業は、大きく分けて訪問型サービ

ス･通所型サービス・その他の生活支援に分かれます。その中で、訪問型サービス･通所型サービス

はそれぞれ「従来の予防給付＋A～D（Ｄは訪問のみ）」という類型に分かれています。それぞれの

類型の基本的な考え方について、簡単にご説明させていただきます。 

まず、従来型は、今までの予防給付をベースとしたものです。現在の「要支援」のヘルパー・デ

イ利用者について、本人の意向に配慮しながら、できる限り、多様な主体によるサービスを検討す

る必要があります。この従来型は“最後の切り札”の扱いになります。 

次に、A型は、今までの予防給付の基準より人員基準などを緩和したものになります。基本的に

は、予防の指定を取っている事業所は A型の指定も合わせて取るイメージになります。「予防給付

の受け皿」として、江南市独自の基準・単価を定め、介護事業者を中心としてサービス提供してい

くものです。 

最後に、C型は短期集中予防サービスで、今までの２次予防事業がそのままこの類型に当てはま

ります。現行の２次予防事業者がサービス提供していくものです。 
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■訪問Ａ型・通所Ａ型の人員基準以外の緩和 

設備基準・運営基準も一部緩和されます。通所Ａの設備基準では静養室や消火設備など、運営基

準でも一部緩和されます。 

従来型では生活相談員や看護師などの配置が必要でしたが、通所Ａではどの職種も配置が必要と

いうわけではありません。詳しくは「介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める要綱」または「ガイドラインＰ101・表 15 サービスの基準のイメージ（例）」を

ご覧ください。 

 

２．訪問型サービスの類型 

 それでは、訪問型サービスの類型について、詳しくお話させていただきます。 

まず、従来型の基準は、今までの予防ヘルパーと同じですが、対象者は少し変わってきます。

「身体介助が必要な人」「どうしても継続が必要な人」に限られます。先ほどもお話しましたが、

この従来型はあくまで“最後の切り札”です。現在の「要支援」のヘルパー・デイ利用者について、

本人の意向に配慮しながら、できる限り、多様な主体によるサービスを検討する必要があります。

また、事業費単価や加算も今までの予防ヘルパーと同じです。週１だと月額 11,925円となります。

ちなみに、この単価は３年に１回の報酬改定の際に、変わる可能性があります（この後出てくる単

価も同様です）。 

次に、A型は、今までの予防給付の基準より人員基準などを緩和したものになります。対象者は

「生活援助のみを利用する人」となります。要支援者のヘルパー利用は生活援助が多いため、総合

事業開始直後の訪問型サービスは、A型が多くなることが予想されます。事業費単価は月額 9,056

円で、これは現在の自立ヘルパーの単価を基に算出しています。また、今のところ加算を設ける予

定はございません。 
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最後に、C型は現行の 2次予防事業をベースとした短期集中予防サービスです。「口腔衛生・栄

養の改善に向けて、短期間での支援が必要な人」に対して、訪問して提供します。しかし、江南市

では、利用者もいないため、総合事業では実施しません。 

 

※訪問Ａに加算がない理由 

・初回加算…個別サービス計画の作成が必須ではないため。 

・生活機能向上連携加算…対象者が生活援助のみを利用する人であるため、専門職が関わる要素が少な

いことが想定されるため。 

・処遇改善加算…事業費単価の中で考慮しているため。 

（参考）従来型の加算 

 １月あたりの単位数 

初回加算 ＋２００ 

生活機能向上連携加算 ＋１００ 

介護職員処遇改善加算 Ⅰ ＋所定単位×８６／１００ 

Ⅱ ＋所定単位×４８／１００ 

Ⅲ ＋Ⅱ×９０／１００ 

Ⅳ ＋Ⅱ×８６／１００ 
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■「従来型」と「A 型」の選択基準 

身体介助と生活援助は、資料 1・Ｐ２１（参考）老計１０号のとおり定義されています。老計１０号

にある身体介助を必要としているかどうかが基準となります。 

 

 

■利用回数の選択 

基本的には予防給付の時と考え方は同じです。認定なし・要支援１レベルは週１回（必要に応じ

て週２回まで）、要支援２レベルは週２回（必要に応じて週３回まで）となり、回数の選択が自由

になるわけではありません。したがって、今までと同じ基準になるため、自由な回数選択を理由と

した総合事業への移行や、利用回数を増やすための要支援認定申請も必要ないと考えます。 

 

３．指定事業者が訪問Ａを提供する場合の人員基準 

 基本的に、現行のヘルパー事業所は指定基準を満たしているため、訪問Ａも提供できる環境にな

っていると考えております。江南市では、原則、現行のヘルパー事業所に対して、訪問 Aの事業所

としても指定する予定です。参考までに、現在のヘルパー事業所の人員基準の概要は次のとおりで

す。 
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現行のヘルパー事業所が訪問Ａも提供する場合の配置例 

 それでは、従来型の人員基準を踏まえて、従来型と A型を提供する事業所の人員配置について、

具体例を挙げながら、ご説明します。 
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 まず、訪問介護員についてです。従来型の訪問介護員が A型の従事者も兼務する場合、従来型の

「常勤換算 2.5以上」の勤務時間として算定はできませんので、ご注意ください。また、別に A型

の訪問介護員を配置する場合は、従来型の「常勤換算 2.5以上」に加えて、A型の「常勤換算 1以

上」が必要となります。 

 次に、サービス提供責任者・訪問事業責任者の配置についてです。 

例１（１）利用者８５人のうち、従来型４０人・A型４５人の場合 

    → 従来型のサービス提供責任者は利用者４０人に１人以上必要なので、１人配置 

    → A型の訪問事業責任者は１以上の必要数なので、１人配置 

  （２）利用者８５人のうち、全て従来型の場合 

    → 従来型のサービス提供責任者は利用者４０人に１人以上必要なので、３人配置 

 

 

例２ 利用者４０人のうち、従来型３５人・A型５人の場合 

    → 従来型のサービス提供責任者は利用者４０人まで提供できるので、A型５人分も合わせて

提供できると考えて、訪問事業責任者も兼務したサービス提供責任者を１人配置 

 

４．通所型サービスの類型 

 ここからは、通所型サービスの類型について、詳しくお話させていただきます。 

まず、従来型の基準は、今までの予防デイと同じですが、考え方や対象者は訪問型サービス同様

となります。あくまで“最後の切り札”であって、現在の「要支援」のデイ利用者について、本人の

意向に配慮しながら、できる限り、多様な主体によるサービスを検討する必要があります。つま

り、対象者は「どうしても継続が必要な人」に限られます。また、事業費単価や加算も今までの予

防デイと同じで、週１だと月額 16,700円となります。 
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次に、A型は、今までの予防給付の基準より人員基準などを緩和したものになります。対象者は

「新たに通所型サービスを利用する人」となります。A型は、現行よりも少ない人員でサービス提

供できるため、人員コストを抑えることができます。それに合わせて、事業費単価は安く設定され

ており、月額 14,794円で、これは現在の自立デイの単価を基に算出しています。また、今のところ

加算を設ける予定はございません。 

最後に、C型は現行の 2次予防事業をベースとした短期集中予防サービスです。「体力の改善に

向けて、短期間での支援が必要な人」に対して、リハビリ事業所や接骨院の先生がサービス提供し

ます。料金は事業所 3,210円、接骨院 2,270円です。 

 

※通所Ａに加算がない理由 

・生活機能向上グループ活動加算、運動機能向上加算など 

…専門職が関わる要素が少ないことが想定されるため。 

・処遇改善加算…事業費単価の中で考慮しているため。 
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（参考）従来型の加算 

 １月あたりの単位数 

生活機能向上グループ活動加算 ＋１００ 

運動器機能向上加算 ＋２２５ 

栄養改善加算 ＋１５０ 

口腔機能向上加算 ＋１５０ 

選択的サービス複数実施加算 Ⅰ ＋４８０ 

Ⅱ ＋７００ 

事業所評価加算 ＋１２０ 

サービス提供体制強化加算 Ⅰ

イ 

要支援１ ＋７２ 

要支援２ ＋１４４ 

Ⅰ

ロ 

要支援１ ＋４８ 

要支援２ ＋９６ 

Ⅱ 要支援１ ＋２４ 

要支援２ ＋４８ 

介護職員処遇改善加算 Ⅰ ＋所定単位×４０／１０００ 

Ⅱ ＋所定単位×２２／１０００ 

Ⅲ ＋Ⅱ×９０／１００ 

Ⅳ ＋Ⅱ×８０／１００ 

 

■提供時間の設定 

通所Ａの提供時間の設定やプログラムの時間設定は、従来の予防給付と同じ考え方となります。

事業者様が、個々の希望、心身の状態などを踏まえ、利用者に対してわかりやすく説明し、その同

意が得られれば、提供回数、提供時間について自由に設定を行うことができます。 
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■「従来型」と「A 型」の違い 

従来型は専門職の配置が必要、通所Ａはそうではありません。このことから、プログラム内容の

違いは、専門的であるか、そうでないか、になると考えられます。したがって、通所Ａのプログラ

ムは談話・レクリエーション・簡単な体操・歌などになると考えられます。 

■「従来型」と「A 型」の選択基準 

総合事業の考え方では、専門職は中重度の方のケアにまわっていただくということを前提として

いるため、新たに予防デイを利用する利用者は、Ａ型を利用していただきたいと考えています。し

かし、従来型とＡ型では、サービスの専門性や金額の違いがあるので、利用者の状況や意向に応じ

た選択を全て否定するというわけではありません。その判断基準としては、ご利用者様が同じ内容

でのサービスを強く希望される場合、専門的なプログラム内容が必須であると判断される場合など

が考えられます。 

■利用継続 

状態が改善してサービス提供が必要でなくなった場合を除けば、次回の更新認定まで利用継続可

能です。 

■週 2 回を超える利用 

従来の予防給付と同じ考え方となります。現在週２回以上の利用を認めている事例があれば、通

所Ａもそれと同じ考え方になります。 

■介護給付費の加算算定要件 

同一の事業所で一体的に運営されていれば、介護給付の算定要件である、１月あたりの平均利用

延人数には付加されます。ただし、ここに含まれるのは、従来型のみで、通所Ａの利用者は平均利

用延人数には含みません。 
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■処遇改善加算分の考え方 

通所Ａの事業費単価のうち、４％（予防デイの処遇改善加算Ⅰと同率）と考えていただければ、

と思います。これは、県に届出が必要な実際の処遇改善加算とは異なるため、必ずしも職員の賃金

改善に充てなければならないわけではありませんが、事業所の皆様には今後とも職員の処遇改善に

努めていただくようお願いいたします。 

■利用定員 

介護デイと、通所Ａ及び従来型を一体的に行う場合、利用定員の扱いは、介護デイと従来型につ

いては、それぞれの利用者の合算で利用定員を定め、これとは別に通所Ａについては、その利用者

で利用定員を定めることとしています（平成２７年８月１９日版ガイドラインＱ＆Ａ 第６・問１

２参照）。なお、通所介護、従来型及び通所Ａを一体的に行う場合、それぞれの利用者の処遇に支

障がないことを前提にサービス提供する必要があるため、食堂及び機能訓練室の合計した面積が、

事業所全体の利用定員×３㎡を下回らないように留意しながら、通所Ａの利用定員を定める必要が

あります。 

■料金説明 

従来型の利用者が通所Ａに移行した場合、料金が変わることをご説明していただき、ご利用者様

の同意を得る必要はあります。 

■通所Ｃの開催回数 

総合事業では、基本チェックリスト該当者が利用することになるため、通年での受入れが基本と

なります。最大で年間４クール（4‐6月、7‐9月、10‐12月、1‐3月）実施できます。 

※ある程度の利用者を確保するため、初年度は７月 or10月スタートを想定しています。 

※４クール開催が絶対条件ではありません。事業所都合で２クールにしてもＯＫです。 
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■通所Ｃの利用者負担方法 

総合事業になると、介護保険サービスの扱いとなるため、１割窓口負担が原則となります。利用

者が事業所で窓口負担、市は残りを事業者へ支払う方式に変わります。 

未払いトラブルを避けるため、原則は１回ずつの支払いとします。ただし、事業所の都合によっ

て、月払い・一括払いとしても問題ありません。 

 

５．指定事業者が通所Ａを提供する場合の人員基準 

 基本的な考え方は訪問型サービスと同じです。現行のデイ事業所は指定基準を満たしているた

め、通所Ａも提供できる環境になっていると考えております。江南市では、原則、現行のデイ事業

所に対して、通所 Aの事業所としても指定する予定です。参考までに、現在のデイ事業所の人員基

準の概要は以下のとおりです。 

また、設備についてですが、必ずしも「従来型」と「A型」それぞれの部屋を用意する必要はあ

りません。指定基準を満たしている部屋で「従来型」と「A型」を一体的に提供することは可能で

す。その場合、パーテーションで場所を区分けするまでは必要ありませんが、プログラム内容を分

けるなど、それぞれの利用者に影響がないよう配慮することは必要です。 
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■個別計画 

個別計画の作成は、あくまで「必要に応じて」です。必須ではありません。通所Ａの通所

計画書が必要と判断し作成する場合は、予防通所介護と同等のものが必要で、毎月の報告も

必要と考えます。 

■プログラムの区別 

従来型のプログラムからすべて変える必要はなく、一部変更でも問題ありません。 

■サテライト事業所の管理者の兼務 

サテライト事業所の管理者と本体事業所の管理者は兼務できます。また、従来型と通所Ａの管理

者も兼務できます。このことから、これらすべての管理者を兼務できると考えられます。 

■現在使用していないルームの利用 

使用する予定のルームが従来型・通所Ａの設備基準（利用定員×３㎡以上）を満たしており、届

出がしてあれば問題ありません。 

■自費サービス 

ご利用者様の同意がいただければ、問題ありません。 

■営業日の限定 

営業日に関する規定は、特にありませんので、経営的に問題がなければ可能かと思われます。 
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現行のデイ事業所が通所Ａも提供する場合の配置例 

 それでは、従来型の人員基準を踏まえて、従来型と A型を提供する事業所の介護職員の人員配置

について、利用者の人数を具体例に挙げながら、ご説明します。 

 次の表の“従来型”は介護デイも含みます。従来型と通所介護を一体的に運営してきた事業所が、

総合事業導入後は、介護デイと従来型と通所Ａを一体的に提供できることとなります。 

 

例１ 利用者１５人のうち、従来型８人・A型７人の場合 → 1人配置 

例２ 利用者１６人のうち、従来型１６人の場合 → １５人を超えるので、２人配置 

例３（１）利用者２３人のうち、従来型８人・A型１５人の場合 

    → それぞれ１５人まで対応できるため、従来型・A型で１人ずつ配置 

（２）利用者２３人のうち、従来型２３人の場合 

 → ２３人―１５人＝８人 

８人×０．２＝１．６人   合わせて３人配置 



 

14 

 

例４（１）利用者２６人のうち、従来型１５人・A型１１人の場合 

    → それぞれ１５人まで対応できるため、従来型・A型で１人ずつ配置 

（２）利用者２６人のうち、従来型２６人の場合 

    → ２６人―１５人＝１１人 

１１人×０．２＝２．２人   合わせて４人配置 
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（参考）指定の種類とサービス提供例 

■ヘルパー 

 

（１）総合事業開始に伴う変更内容 

サービス内容 身体介助 生活援助 

～Ｈ29.3総合事業開始前 予防給付／11,925円 予防給付／11,925円 

 

 

Ｈ29.4～総合事業開始後 従来型／11,925円 Ａ型／9,056円 

 

 

（２）指定の種類とサービス提供例 

利用者の状態 身体介助を必要とする方 生活援助のみの方 

提供種別／事業費単価（週 1） 従来型／11,925円 Ａ型／9,056円 

「従来型＋Ａ型」 

従来の指定に加えてＡ型の指定も取るこ

とで、身体・生活の両方の派遣ができる 

○提供できる ○提供できる 

「従来型のみ」 

Ａ型の指定を取らない場合は、身体しか

派遣できない 

○提供できる ×提供できない 

「Ａ型のみ」 

Ａ型だけの指定しか取らない場合は、生活

しか派遣できない 

×提供できない ○提供できる 
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■デイ 

 

利用者の状況 
総合事業開始前からデイを利用している方 新たにデイを 

  利用する方 ※ 継続希望する方 継続希望しない方 

提供種別／事業費単価（週 1） 従来型／16,700 円 Ａ型／14,794 円 Ａ型／14,794円 

「従来型＋Ａ型」 

従来の指定に加えてＡ型の指定も取る

ことで、全ての利用者を受け入れられる 

○提供できる ○提供できる ○提供できる 

「従来型のみ」 

従来の指定のままでＡ型の指定を取ら

ないと、継続希望の方しか受け入れられ

ない 

○提供できる ×提供できない ×提供できない 

※一部、専門性の高いサービスがどうしても必要な方については、従来型のサービスを利用することは

考えられます。 


